
1

平成１９年度都道府県・政令指定都市
犯罪被害者等施策主管課室長会議資料

平成１９年５月２９日
厚生労働省政策統括官付
社会保障担当参事官室
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児童虐待・ＤＶ関係①

① 関係機関の連携の充実
（児童相談所・婦人相談所・学校・警察等）

住民に身近な市町村域において、保健、医療、福祉、
教育、警察、司法等の関係機関、団体等が、域内の虐
待を受けた子ども等に関する情報や考え方を共有し、
適切な連携の下で対応していくことが重要（平成１６年
児童福祉法改正において法定化）

平成１７年６月１日現在
市町村の設置率
５１．０％

平成１９年３月３１日現在
市町村の設置率
８５．１％

配偶者等からの暴力（ＤＶ）の再被害防止に
向けた取組促進

婦人相談所と、警察や福祉事務所等関係機関との連携
連絡会議・事例検討会議の開催

＋
関係機関の役割を記載したパンフレットの配布

要保護児童対策地域協議会（子どもを守
る地域ネットワーク）の設置促進

② 研修の充実による支援

○ 日本虐待・思春期問題情報研修センター（子
どもの虹情報研修センター）における専門研修
の実施
・児童虐待問題や思春期問題に対応する高度
な実践力を有する指導者の養成
・児童相談所、児童福祉施設、保健機関等に
おいて直接被害者からの相談を受ける職員を
対象

○ 配偶者からの暴力被害者等の対応職員の
専門研修の実施
・「二次的被害」といわれるように、対応職員か
ら重ねて精神的被害を受ける場合もあるとの
指摘に対応
・婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援
施設、福祉事務所等において直接被害者から
の相談を受ける職員を対象

○ 民生委員・児童委員研修事業の実施

・民生委員に対し、犯罪被害者等への対応を
適切に行うため、守秘義務の遵守等を指導
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児童虐待・ＤＶ関係②

③ 居住場所の確保等

児童相談所・婦人相談所による一時保護や
一時保護委託の適切な運用

児童相談所・婦人相談所の一時保護所
＋

婦人保護施設・民間シェルター等（平成１４

年度より）
において一時保護を実施

被害者の個々の状況に応じて保護期間を
柔軟に延長するなど適切に運用

児童相談所一時保護所については、職員数や一
時保護日数等の結果に基づき、一時保護児童処遇
促進事業、一時保護所の環境改善を行っている。

婦人相談所による一時保護の現状や一時保護委
託先の状況に関する調査の結果に基づいた被害者
支援の改善を行っている。

児童相談所における「２４時間・３６５日体制強
化事業」
平成１８年度４４道府県・指定都市で実施

・同伴児童のケアを行う指導員の配置を全施設
へ拡大（平成１９年度より）
・身元保証人確保対策事業の創設（平成１９年
度より）

一時保護の現状等に関する調査を踏まえた改善

夜間・休日対応の充実

婦人相談所が行う一時保護の委託
契約施設
平成１７年３月１日 １９８施設

平成１８年４月１日 ２２９施設

・一時保護所の定員不足状態解消のための「一時
保護施設等緊急整備計画」の策定（平成１８年度～
２１年度）
・一時保護所の心理療法担当職員の配置を全施設
へ拡大（平成１８年度より）

婦人保護施設・母子生活支援施設の機能
強化

・夜間警備体制の強化
・心理療法担当職員の配置

適切なケア
体制の充実
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医療・ＰＴＳＤ関係

精神療法の保険適用・評価引き上げ

臨床研修における精神科研修の必修化
・すべての研修医が、精神疾患に対する初期的
対応と治療の実際を学ぶこととする

救命救急センターにおける精神的ケアのための体
制整備
・精神科の医師を必要に応じ適時確保できること
とする

平成１８年度診療報酬改定（平成１８年４月１日）
・PTSDの診断のための検査について、新たに保

険適用

・２０歳未満の者に対して心身医学療法を行った
場合の評価の引き上げ

「 D２８４人格検査
３ 操作と処理が極めて複雑なもの ４５０点 」

の対象にCAPS（PTSD臨床診断面接尺度）を追加

「 I００４心身医学療法

１ 入院中の患者 ７０点
２ 入院中の患者以外 イ 初診時 １１０点

ロ 再診時 ８０点 」

に２０歳未満の患者に対して行った場合の加算
（１００分の１００加算を新設）

研修の充実による支援

ＰＴＳＤ対策専門研修会の実施
・東京とその他の都市で年２回開催（３日間連続）
・平成１８年度 受講者数 ２０８名
（平成１３年度から１８年度 合計１，９０４名）

※アドバンストコースの設置
より高度な診断評価・治療の技法等を身につけ

るため、医師、保健師等を対象に開催（平成１８
年度より）

救急医療に連動した精神的ケアのための
体制整備
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労働関係

被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討

（平成１８年度）
犯罪等の被害に遭った労働者が被害を回復するための
休暇制度の導入につき､現状に関する必要な調査を実施

（平成１９年度）
調査結果を踏まえ、リーフレットの作成・配布による周知
啓発を実施予定

【参考】
労働時間等設定改善指針（平成１８年厚生労働省告

示第１９７号）
２ 事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善の

ための措置
（２） 特に配慮を必要とする労働者について事業

主が講ずべき措置
ト その他特に配慮を必要とする労働者
事業主は、労働者の意見を聞きつつ、その他
特に配慮を必要とする労働者がいる場合、そ
の者に係る労働時間等の設定に配慮すること

事業主等の理解の増進

・公共職業安定所において、事業主を対
象に、母子家庭の母等に対するトライア
ル雇用事業を適切に運用

・公共職業安定所や独立行政法人雇用・
能力開発機構都道府県センターにおい
て、事業主を対象に、配置や労働条件等
雇用管理全般に関するきめ細やかな相
談援助を実施

・公共職業安定所において、求職者を対
象に、きめ細やかな就職支援を適切に
実施

・独立行政法人雇用・能力開発機構都道
府県センターにおいて、事業主を対象に、
犯罪被害者等の雇用管理に資するテー
マを取り上げた雇用管理講習会を実施
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